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一時保育室 利用規約 

 

事業の概要                                  

事業の種類 一時預り保育（企業主導型保育施設） 

事業所の名称 福島卸商団地協同組合みらい・ゆめ保育園 

事業所の所在地 福島市鎌田字卸町 12番地の 3 

電話番号・FAX番号 024-563-7716 / 024-563-7717 

設置者氏名 福島卸商団地協同組合 理事長 大内 弘之 

管理者氏名 施設長 清野 裕一郎 

利用定員 ８人まで （生後４か月～就学前）※月齢による 

 

事業の目的                                  

 普段は自宅でお子さんをみていても、やむを得ない理由で預けなければならない時に、保

護者のみなさんが安心してお子さんを預けることができる場として一時保育があります。日

常生活での突発的な事情によって、一時的にお子さんをみることができない場合や、育児疲

れによってお子さんをみることが困難となった家庭の状況に対応するために一時保育を行い

ます。 

  

施設・設備の概要                                

構造 鉄骨造 2階建（耐火建築物）725.05㎡ 

一時保育室  24.00㎡ 

 

職員配置                                   

職種 人数 （ 内 非常勤 ） 

保育士 １名 （ ０名 ） 

子育て支援員 １名 （ ０名 ） 

休日 

土曜日・日曜日・祝祭日 

年末年始（12月 29日～1月 3日） 

その他 園長が定めた日 
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利用できる日時・および休日                          

通常利用時間 月曜日～金曜日 8:00～17:00 

休日 

土曜日・日曜日・祝祭日 

年末年始（12月 29日～1月 3日） 

その他 園長が定めた日 

※0歳は生後 4か月(首がしっかりすわっていること)からお預かりします。 

利用料金 （年齢は年度初めの 4月 1日を基準とします）0～5歳児                                   

保育料 １時間 250円 

給食費 250円 

※離乳食・ミルクのお子さんとアレルギーのあるお子さんは昼食を持参していただきます。 

嘱託医・緊急時の対応                             

みらい・ゆめ保育園では以下の嘱託医と契約を締結しています。 

小 児 科 医 小島 滋恒 こじま小児科医院  TEL 024-558-2231 

歯 科 医 菅野 宏治 こうじ歯科医院      TEL 024-554-4118 

 

災害時の避難場所等                               

緊急避難先 アクティおろしまち 福島市鎌田字卸町 10-1 024-553-1451 

管轄消防署 福島市飯坂消防署東出張所 福島市鎌田字一里塚 7-3 024-553-7796 

管轄警察署 福島北警察署 福島市飯坂町平野字江合 2-8 024-554-0110 

 

保険について                                 

みらい・ゆめ保育園では、東京海上日動火災保険の総合生活保険（傷害保険）に加入してい

ます。 

 

苦情等の受付について                             

受 付 時 間 月曜日～金曜日 8:30～17:00  TEL 024-563-7716 

受 付 担 当 者 主任保育士  伊藤佳代子 

解 決 担 当 者 

園   長  瀨川千架子 

第三者委員  千葉 政行 

    〃    阿部 大希 
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個人情報の保護について                            

当園では利用児およびその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」を遵守

し、適切な取扱いにつとめます。 

 

職員は、保育を行う上で知り得た個人情報を正当な理由なく第三者に漏らしません。 

1． 利用児の保護者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、利用児およびその家族の個人情

報を用いません。 

2． 利用児およびその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他電磁的なも

のも含む）については、善良な管理者の注意をもって管理し、処分の際にも第三者への漏 

洩を防止するものとします。 

3． 管理する情報については、利用児の家族の求めに応じてその内容を開示することとし、開

示の結果、情報の訂正・削除を求められた場合は、遅滞することなく調査を行い、訂正・

削除を行うものとします。 

 

利用の流れ                                   

1. 申し込み 

  一時保育をご利用いただくには、事前の登録が必要です。 

（書類はダウンロードをして記入して持参していただいてもかまいません） 

  電話でご連絡の上、当園までお越しください。（℡ 024-563-7716） 

2. 登録・面談 

 当園にお越しいただき、担当保育士と面談の上、利用登録申請をしていただきます。 

  ご来園の際に母子手帳を持参してください。 

3. 予約 

  利用したい日が決まったらお電話で予約してください。 

  ※利用状況によりご希望に添えないことがありますのでご了承ください。 

 

薬について                                  

医師の判断により一時保育で与薬が必要な場合は、与薬依頼書の提出をお願いします。 

1. 解熱剤・座薬・鎮痛剤はお預かりできません。 

2. 保護者の判断で持参された市販薬には対応できません。（医療機関で処方された薬のみ） 

3. お薬を持参するときは、必ず記名をしてジッパー付きのビニール袋に入れて 1回分のみ持

参して下さい。（水薬も容器に 1回分のみ入れて下さい） 

4. お薬は、必ず保育士に手渡して下さい。カバンの中にある入れてある薬は、服用させるこ

とができません。 
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利用について留意していただきたいこと                                  

◎登園・降園 

・保育園への送迎は、必ず保護者の責任で行い、職員と確認しあってください。 

・当日欠席のときは、朝８：３０までに保育園にご連絡ください。 

・保育料は登園時にお支払いいただきます。おつりのないようご準備ください。 

・都合により登降園の時間が申し込みと異なる場合は、あらかじめ保育園にご連絡くださ

い。事故や災害などのやむを得ない事情を除き、連絡のないキャンセルや時間を守らな

い等を繰り返す場合は、次回からの利用をお断りすることがあります。 

・当日の朝の様子により保育ができないと判断した場合は、お預かりできないことがあり

ます。（朝の検温で 37.5度以上の熱があるなど） 

・お子さんが外に出たり、道路に飛び出したりしないよう、送迎時はお子さんの手を離さ

ないでください。 

・お迎えの方が違うときは、事前にご連絡ください。連絡がない場合には確認のお電話を

させていただきます。 

 

◎緊急連絡について 

 ・発熱や体調不良・ケガなどの時には、「当日の利用申込書」に記入された連絡先にご連絡

します。必ず保護者の方と連絡の取れる連絡先をお知らせください。保育の継続が困難

になった場合には、予定時間前でもお迎えをお願いします。 

 ・災害等により他の場所へ避難した場合には、電話連絡および正面玄関に避難先の掲示を

いたしますので、お迎えは避難先にお願いいたします。 

 

◎服装について 

 ・お子さんが脱ぎ着しやすく、汚れを気にせず遊べる服にしてください。 

 ・細かい飾りがついたもの、ボタンが多いもの、スカート（ジャンパースカート）、乳児の

ツナギのものは避けてください。ズボンのすそにゴムやひもが付いているものは危険で

すので適しません。 

 ・靴は、お子さんの足に合った運動靴でお願いします。サンダル（クロックス）は不可。 

 ・髪の毛のピンは危ないのでつけないようにしてください。 

・持ち物（衣類など）にはすべて記名をお願いします。 
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持ってきていただくもの 

すべての持ち物に記名をしてください。（ナイロン袋や紙おむつ、紙パンツ類は忘れずに） 

３歳～５歳 ０歳～２歳 

 

・一時保育室利用申込書 

 

・コップ,歯ブラシ 

 

・着替え一式 

 ＊パンツ含む ２～３枚 

 季節によって考慮してください 

 

・汚れもの入れ用ビニール袋 ２枚 

 

 

 

・一時保育室利用申込書 

 

・哺乳瓶（必要に応じて） 

 

・おむつ５～６枚（1枚ずつ名前を書いて） 

 

・おしりふき 

 

・着替え一式 

 ＊パンツ含む ２～３枚 

 季節によって考慮してください 

 

・汚れもの入れ用ビニール袋 ２枚 

 

 

※離乳食・ミルクのお子さんとアレルギーのあるお子さんは昼食を持参していただきます。 

 

 


